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船舶事故調査報告書 

 

                             平成２７年５月２８日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  庄 司 邦 昭（部会長） 

                         委   員  小須田   敏  

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 火災 

発生日時 平成２６年１０月３１日 ００時００分ごろ 

発生場所 島根県浜田市浜田港北西方沖 

高島灯台から真方位３１２°２３.２海里付近 

（概位 北緯３５°０５.００′ 東経１３１°２９.００′） 

事故調査の経過  平成２６年１０月３１日、本事故の調査を担当する主管調査官（門

司事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

漁船 第六十六明翔
めいしょう

丸、１９トン 

 ＴＴ２－１９１９（漁船登録番号）、有限会社大幸水産 

 １８.８３ｍ（Lr）×３.９２ｍ×１.９０ｍ、ＦＲＰ 

 ディーゼル機関、５７３.６９kＷ、平成元年４月２０日 

 第２７２－１７８８４号（船舶検査済票の番号） 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ５９歳 

 一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

  免許登録日 平成５年３月１５日 

  免許証交付日 平成２５年３月５日 

         （平成３０年３月１４日まで有効） 

 死傷者等 なし 

 損傷 全損（沈没） 

 事故の経過  本船は、船長ほか甲板員１人（インドネシア共和国籍）が乗り組

み、いか一本釣り漁のため、平成２６年１０月３０日１４時００分ご

ろ浜田港を出港し、１８時３０分ごろ浜田港北西方沖の漁場に到着

し、パラシュート型シーアンカーを投入して操業を開始した。 

 船長は、集魚灯を点灯するため、主機を回転数毎分約１,８００と

して操業中、３１日００時００分ごろ、左舷船側外板に設けられた機

関室の空気取入口から白い煙が噴出してきたのを船橋で確認した。 

船長は、機関室の左舷側にある出入口ドアを開けて、機関室を見る

と白い煙が充満し、同室には入れなかったので消火作業ができず、そ

の後、火勢が強くなって上甲板で操業をしていた甲板員に船首方に避

難するよう指示をし、救命胴衣を着用して救命浮環を準備した後、０

０時２０分ごろ甲板員と共に海中に飛び込んだ。 
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 付近海域で操業中の僚船は、火柱を発見して来援し、０１時３０分

ごろ海上に漂流していた船長及び甲板員を救助して０５時００分ごろ

浜田港に帰港した。 

 海上保安庁は、０４時１４分ごろ本船が沈没したのを確認した。 

（付図１ 事故発生場所概略図 参照） 

 気象・海象 

 

気象：天気 晴れ、風向 北、風速 約３～４m/s、視界 良好 

海象：海上 平穏  

 その他の事項 

 

 

 

 

 本船は、中央付近の船橋前面壁まで船首方から上甲板下に６個の魚

倉があり、最後部の魚倉の後ろには機関室が、同室の上部後方に船員

室があった。 

 本船は、本事故当時は機関室にある燃料油タンクに約２kℓの燃料油

が搭載されていた。 

 機関室には、空気取入口からダクトを経て空気を取り入れるように

なっていた。 

 機関室に３台装備されていた可逆転式ファンは、本事故時、排気フ

ァンとして運転されていた。  

本船は、主機前端の出力取出し軸に装備された交流発電機（２２０

Ｖ、容量３５０kＶＡ）から船橋の配電盤を経由して、機関室に設け

られた‘変圧器、冷却ファン、コンデンサなどで構成される集魚灯用

安定器’（以下「本件安定器」という。）に電力が供給されていた。 

本件安定器は、機関室の右舷側に２７台、左舷側に２６台が設置さ

れ、１台につき、１灯の集魚灯（３kＷ）に電力が供給されており、

本事故時、全てが点灯していた。 

 交流発電機の船首方には、６台のバッテリー（１２Ｖ）が設置さ

れ、２台が主機始動用として、４台が航海計器、無線装置、非常灯、

船内照明としてそれぞれ電力が供給されており、主機始動用は約９か

月前にその他は約４年前に交換されていた｡ 

 船長は、本事故当時にレーダー、ＧＰＳプロッターの映像に乱れが

ないことを確認していた｡ 

 本件安定器は、約３年前から約１１年前にかけて修理及び交換され

ていたのがそれぞれあって、配電盤から集魚灯に至る電気配線は、漏

電のおそれ等から約９年前に交換されていた。 

 安定器製造業者によれば、変圧器は約７年で劣化するとの回答があ

り、安定器の取扱注意事項には、変圧器が劣化した際、発熱、発煙、

発火の原因となる旨記載されていた。 

 本船は、船橋と機関室に持運び式消火器がそれぞれ１本装備され、

火災探知器、火災警報装置を装備していなかった｡ 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 

不明 

あり 
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 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

なし 

 本船は、浜田港北西方沖でいか一本釣り漁の操業中、機関室から出

火したものと考えられる。 

 船長は、本事故当時にレーダー、ＧＰＳプロッターの映像に乱れが

ないことを確認していることから、バッテリーから出火したものでは

ないと考えられる。 

本船は、約１１年前に修理及び交換された本件安定器が使用されて

変圧器が劣化し、絶縁が低下して漏電、短絡又は過熱するなどして本

件安定器から出火し、付近の可燃物等に延焼した可能性があると考え

られるが、沈没しており、出火の状況を明らかにすることはできなか

った。 

原因  本事故は、夜間、本船が、浜田港北西方沖でいか一本釣り漁の操業

中、機関室から出火したことにより発生したものと考えられる。 

参考 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・集魚灯用安定器は、電路を含めて絶縁抵抗を毎年定期的に計測

し、適宜に交換するなど必要な措置をとること。 

・機関室火災では、可逆転式ファンを停止し、空気取入口を塞ぐな

どして空気を供給しないこと。 

・船橋及び機関室は、火災警報装置、火災探知器をそれぞれ設置す

ることが望ましい。 

・機関室には、自動拡散型消火器を設置することが望ましい。 
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付図１ 事故発生場所概略図  

 


